
第III章:我 が国の家族経営 にお け る無形 資産継 承

第II章 では,米 国アイオ ワ州の農業経営 における経営継承の実態か ら,オ ープンシステ

ムの評価 を行 うとともに,継 承 メカニズムの構成要素の抽出を行った。本章では,そ の分

析 を踏 まえ,我 が国におけるオープンシステムの考察および家族経営にお ける無形資産継

承 メカニズムの考察を行 う。

第1に,全 国農業会議所が2001年 秋 に認定農業者 を対象に行 った経営継承 に関するアン

ケー ト結果か ら,我 が国家族経営にお ける経営継承の実態を概観す る。本論が対象 とする

のは,「 効率的かつ安定的な農業経営」およびその予備軍であるため,認 定農業者の経営継

承の実態把握はその 目的に合致 したものである。

第2に,ア ンケー ト結果 を踏まえて,我 が国にお ける第三者継承 の二事例を分析す る。

1つ は新潟県吉川町 における稲作経営の継承事例であ り,も う1つ は北海道別海町におけ

る酪農経営 の継承事例である。我が国では第三者継承の事例 はごく少数 である と考え られ

るため,事 例の位 置付けはそれが 「決定的」1で あることによる。

第3に,上 記2つ の事例分析お よび北海道別海町の継承 システムの分析 か ら,我 が国農

業における経営継 承のオープンシステム化のフィージビリティを 「農業経営継承システム」

の課題 として考察す る。

1 我 が 国 家 族 経 営 に お け る農 業経 営 継 承 の 実 態

本節では,全 国農業会議所が2001年 秋 に行 った 「認定農業者の経営継承 に関す るアンケ

ー ト調査」の分析か ら
,我 が国家族経営における農業経営継承の実態 を考察す る。 この調

査は,認 定農業者 の うち55歳 以上の者1,000人 を抽出 し(抽 出方法は ,各県の推薦 による),

2001年10月 か ら11月 にかけて郵送によ り配布 ・回収を行った ものである。有効回収数は

668,回 収率は66.8%で あった。 なお,調 査対象か ら法人の認定農業者は除かれ ている。

1-1 回答経営者 の概 況

回答者 の概況 は表III-1-1に 示 した。年齢 は,対 象 を55歳 以上に限定 したため,55～

59歳 が約6割,60～64歳 が約3割,65歳 以上が1割 弱 となっている。経営耕地面積 は,1
～3haが 最 も多いが

,都 府県でも3ha以 上が約5割 を占めている。販売金額 についても同

様であ り,半 数以上が1000万 円を超 えている。加工 ・販売については ,加 工に取 り組んで

いる者は少 ないが,直 販に取 り組んでいる者 は都府県で26 .2%と 一定の割合 を占めている。

農 業者年金につ いては,加 入 ・待期 ・受給が約3分 の2を 占める一方で,未 加入が3分 の

1を 占めてお り,農 業者の年金離れを表 している。

1-2 後継者確 保の状況

後継者確保の状況は表III-1-2に 示 した。後継者 を確保 している経営者 は,北 海道で

約8割,都 府 県で約6割 であるが,国 が政策の重点的 な対象 としている認定農業者 におい

て も後継者未定の経営が少なからず存在することに改めて注意が必要である2。後継者の続
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表III-1-1  回答者の概況 (会 議 所アンケー ト)

(出所:「認定農業者の経営継承に関するアンケート」全国農業会議所2002年)
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表III-1-2 後 継 者 確 保 状 況

(出 所:表III-1-1に 同 じ)
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柄は圧倒的多数が子供 であ り,子 供やその配偶者以外を表す 「その他」は約1%に す ぎな

い。 また,後 継者 の現在の就業状況は,自 分 の農業経営のみに従事 している場合 と農業以

外 の仕事に従事 しなが らも農業にも従事 してい る場合 が多い。確保 された後継者の多 くが

既 に自家経営にて農業に従事 している とい う事実は,本 論の問題関心である経営継承プ ロ

セス下にあ る経営 もまた多いことを表す。

1-3 経営継承 の状況

経営継 承の状況については,表III-1-3に 示 した。認定農業者 が次代への継承 を予定

してい る年齢は,65歳 以前が70%以 上を占め,都 府県では42.0%が65歳 での リタイアを

予定 してい る。「65歳 リタイア」の規範が定着 しているといえる。後継者 との役割分担 につ

いてみる と,「後継者 と同一部門を一緒 に担 当していく」者 が多 く,親 子経営に多い とされ

る部門分担は少ない。後継者 との話 し合いについては,複 数回答であるにもかかわ らず,「日

常的にコ ミュニケーシ ョンをとりたい」者は半数であ り,「経営継承の方法や時期な どにつ

いて話 し合 いをしていきたい」も37.0%と なっている。一方,「 本人の意思 に任せる」が約

3割 になっている。経営継承後の農業への関わ り方については,「 特定の部門や一部 の区画

を担 当」や 「管理作業な どの補完的な作業を 日常的に担当す る」 といった 「セ ミリタイア」

型の対応 を予定す る者が多数を占める。継承後の後継者 との関係構築については,「 後継者

の 自由に させ たい」とす る意見が約40%を 占める一方で,「経営継承後 も引き続 き後継者 に

ア ドバイス していきたい」 との意見 も約34%あ る。

以上の結果 は,(1)65歳 での経営継承規範があるが,そ れは完全 リタイアではな くセ ミリ

タイアを意味 し,継 承後 も後継者へのア ドバイザー機能 を積極的に果たす,(2)後 継者 と同

一部門を担 当 していくに もかかわ らず
,必 ず しもコ ミュニケーシ ョンを積極 的にとるわけ

ではない(表III-1-3),と いった農業経営者像 を浮かび上がらせ る。(1)は経営継承 をイ

ベ ン トではな くプロセス として捉えることの重要性を再認識 させ るものであ り,(2)は 経営

継承プロセスにおける個性の関係性の重要性 を示す ものである。

1-4 有形資産継承 に関す る問題

有形資産継 承に関す る問題 については,「 相続に関す る心配事」 として表III-1-4に 示

した。農地細分化の不安を挙げる経営者が約24%い る一方で,「心配事は一切 ない」とす る

経営者が30%弱 を占める。その他,資 産評価や相続税の問題 を挙げる者が約25%な どとな

っている。相続については全 く問題 がないわけではないが,財 産分与や相続税負担の問題

が顕在化 しているわけで もない。従来の相続研究が示す以上の ものは見出せない。

1-5 無形資産継 承の実態

表III-1-5は,経 営者が 「後継者に必要 ・効果的」 と考 える知識 ・技術,表III-1-

6は 経営者が継承 したい知識 ・技術,表III-1-7は 経営者の得意分野 を経営者機能毎に

まとめた ものである。いずれ も技術分野お よび情報管理分野に集 中していることがわかる。

表III-1-6と 表III-1-7を さらにクロス集計 したものが表III-1-8で あ るが,こ れ

を見る と,(1)経 営者 は 自らの得意 ・不得意にかかわ らず技術分野および情報管理分野に関

す る熟練 を後継者に継承 したい と考 えている,(2)上 記二分野以外は 自らの得意分野を後継
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表III-1-3 経営継承の状況

(出 所:表III-1-1に 同 じ)
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表III-1-4 相続 に関す る心配 ごと

(出 所:表III-1-1に 同 じ)
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表III-1-5  経営者が「後継者が身に付けるべき」と考える知識・技術

(出 所: 表III-1-1 に同じ)

表III-1-6  経営者が後継者に継承したいと考える知識・技術

(出 所:表III-1-1 に同じ)

表III-1-7  経営者の得意分野(後継者がいる者)

(出 所:表III-1-1 に同じ)
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者に継承 したいと考 えてい る,と いった特徴が見 られ る。

また,表III-1-9は,後 継者育成に有効な 「場」 を尋ねたものだが,第 一に農業高校

や農業大学校 の役割 を重視 してお り,第 二に家庭 内での実践教育,第 三に農業以外の業種

での経験が重要である とい う回答 になっている。教育機関な どに よる社会的な育成 と経営

内におけるOJTに よる育成の両方が重要であるとの経営者の認識を表 している。

以上の結果は,我 が国農業経営における無形資産継承 を見た場合,技 術分野の ウェイ ト

が高いこ と,お よび技術分野に関する熟練 の養成 に経営内でのOJTの 役割 が決 して低 く

ない ことを示 している。

表III-1-9 経営者 が後継者 に必要 ・効果 的と考える教 育や研修

(出 所:表III-1-1に 同 じ)

1-6 第三者継 承への意向

表III-1-10は,後 継者が 「決 まっていない」 「いない」 とする経営者 に対 し,第 三者

継 承への意向を尋ねた ものである(表III-1-10を 図に した もの として図III-1-1)。

第三者継承 に関 しては否定的な見解が多いが,「 相手の人柄や能力によっては経営継承 して

もよい」との問いに 「よくあてはまる」もしくは 「あてはまる」と回答 した者は全体の40%

弱を占める。

表III-1-11は,同 じ問いに対する回答を地域別 ・経営耕地面積別 ・販売金額別 にみ

た ものであるが,経 営面積が大き くなるほ ど 「よくあてはまる」 「あてはまる」割合が増加

してい る(図III-1-2)。 また,表III-1-12は,「 農地は大事な家産なので第三者 に

は継承 した くない」 との問いに対す る回答を表III-1-11と 同様 にみた ものであるが,

経営面積が大きくなるほ ど 「移譲 した くない」割合が減少す る傾向が見 られ る。

これ らの結果 は,認 定農業者 において も子供への継承志向が強 く,子 供へ の継承 を最優

先に考えているが,規 模の大きい経営ほ どオープン志 向が高ま り,第 三者でもよい とする

者が増 えるこ とを示 してい る。

以上,我 が国における家族経営を代表す ると考え られる認定農 業者ア ンケー トの分析 よ
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表III-1-10 後継 者 未 定 の 経 営者 の第 三者 継 承 へ の意 向

(出 所:表III-1-1に 同 じ)

図III-1-1 後 継 者 未 定 の経 営 者 の第 三 者 継 承 へ の意 向
(出 所:表III-1-1に 同 じ)
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表III-1-11 「人 柄 や 能 力によって は第 三 者 に継 承 してもよい」経 営者

図III-1-2 「人柄 や能 力 によって は第 三 者 継 承 してもよ

い 」経 営者 割 合(経 営 耕 地 面積 別)出 所:表III-1-1に 同じ
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表III-1-12 「農地 は大事な家産なので第三者には移譲 したくない」経 営者

(出 所:表III-1-1に 同 じ)
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り,次 の諸点が確認できる。

(1)認定農業者 といえども後継者 を必ず しも確保 しているわけではないこ と,ま た親子間継

承が主流であるものの,第 三者継承の潜在的可能性は決 して低 くないこと。

(2)継承 当事者 間のコ ミュニケー シ ョンの問題が残 されてお り,継 承の時期 ・方法などをめ

ぐ り両者 の関係性が重要 となること。

(3)無形資産継承 に関 しては,技 術分野 ・情報管理分野に関心が集 中 していること。

(1),(2)は 第II章 の分析結果 と同様であるが,(3)は 我が国家族経営 における経営継承の特

徴 だ ともいえる。 そこで次節以降では,(1)の 検証 のために第三者継承事例 をとりあげ,そ

の中で(2)・(3)について分析 を進 めたい。

2 稲 作 に お け る継 承 事例 分 析(新 潟 県 吉 川 町)

2-1 地域概 況 と継承 当事者 の経 歴3

新潟県吉川町は,上 越地 区に属 し,柏 崎市や柿崎町 と隣接 している。町の中央部には盆

地が形成 されてお り平場農業地帯が展開 してい るが,そ れ以外は もっぱ ら中間地域 となっ

てい る。農家数は1995年 で986戸 であ り,15年 間で25%減 少 している。また,農 業就業

人 口も1045人 で同期間に半減 している。農業粗生産額 を眺めると,米 が全体の約86%と 圧

倒的割合を占めている(表III-2-1)。

表III-2-1 新 潟 県吉 川 町 の 農 業概 況

(農 業センサス各年度版 ・生産農業所得統計各年度版)

本節 で取 り上げるのは,前 経営者K氏(95年 当時50歳)と 新規参入者T氏(95年 当時25

歳)の 継承事例である(事 例の概況は表III-2-2に 示 した)。 前経営者であるK氏 は,町

内H集 落において最大規模の稲作経営 を行 っていた。H集 落は地すべ り発生地帯であった

ため,1983年 か ら1988年 にかけて基盤整備事業(自 己負担率25%)が 行われたが,そ の

際にK氏 は換地な ど集 落における合意形成の調整役をつ とめるな どリー ダー的役割 を果た

し,自 作地3.8ha,親 戚か らの借入1.0haで4.8ha規 模の経営を行 っていた。K氏 は基盤整

備 終了後6年 間耕作を続 けたが,体 調を崩 したことをきっかけに離農 を考えるようになっ

た。基盤整備事業の償還金は2023年 に支払いを完 了す ることになっていたが,そ の ときに

K氏 は88歳 であ り,2人 の子供 も就農の意思 を示 さなかったため,1994年 春 に当年をも

って離農 することを決断 し,農 業委員会 に相談 した。 しか しなが ら,K氏 は立場上 「集落

に対する責任」 を感 じていたとい う。

一方のT氏 は
,東 京の大学の大学院修士課程(農 学系)在 学中から将来は研究 よりも実
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務 と しての農 業をやってみたい と考えていた。指導教官か ら現場 を見るよ うにア ドバイス

を受け,新 規就農ガイ ドセンターや各県の就農相談窓 口に出向いた り,実 際 に農業法人 に

見学や実習に行 くな ど,ま ずは情報収集 を行 った。大学でのT氏 の研究対象が稲だったこ

ともあ り,作 目は稲作 を希望 していたが,現 場の経営者か らは 「土地 ・資本装備な どの点

で稲作の新規参入 は難 しい」 と言われ,T氏 も農業法人 に就職す る しかないかも しれない

と感 じていた。結局1994年(修 士2年)秋 に,翌 春か ら吉川町にあるA法 人の研修生 とな

ることが決 ま り,T氏 はそ こで就農 に向けて技術習得 と情報収集 をしよ うと考 えていた。

それか らま もな くして,T氏 はA法 人の経営者か ら,町 内H集 落で,集 落で一番の経営

規模 をもつ稲作農家K氏 が離農す る とい う情報 を得 た。そこでT氏 は,町 役場や農業委員

会,普 及セ ンターな どで情報収集 を行った。 そ して,稲 作農家のK氏 お よび関係機 関 との

話 し合いの結果,前 経営者K氏 の後 を引き継 ぐ形でT氏 が就農す ることとなった。 吉川町

ではT氏 が初 めての新規参入者であったため,役 場 ・普及センター などで連絡会議 を結成

し,K氏 ・T氏 を交えての継承計画が話 し合われ た。T氏 によれ ば,1995年1月 に移譲の

話が正式 に決ま るまではK氏 とT氏 はいわば売 り手 と買い手であ り,一 定の緊張感 があっ

たが,継 承が決まってか らは,仲 良 くや っていきたい と考えるよ うになった とい う。

引継研修 については,話 し合いの場でK氏 が指導研修を行 う旨を提案,ボ ランテ ィア と

して1995年3月 か ら6月 までの4ヶ 月間,集 中的に引き継ぎ研修 を行 うことが決定された。

K氏 がこの時期 を研修期間 として選んだのは,苗 床 か ら田植 え完了までの時期にあた るた

めであるとい う。

表III-2-2 K氏 ・T氏 事 例 の 概 況

(聞 き取 りによる)

2-2 経営継承 の枠組み

K氏 は離農 と同時に町内他集落に転居す ることになったため,T氏 はK氏 の農地 ・機械 ・

施設 のみな らず,住 居 も引き継 ぐこととなった。ただ し,住 居 は買取 りではな く賃借であ

る。

T氏 は,1995年4月 に就農 したが,い きな り経営を開始す るのではな く,K氏 の農地 を

県農業公社 が買い取 り,A法 人に貸 し付 け,そ こでT氏 がA法 人の研修生 として研修 を行

うとい う形を とった(図III-2-1)。 これ により,T氏 は実質的には経営者 とな りなが ら

も形式的 には研修生 として,県 単の研修資金(月15万 円を2年 間)を 受給 し,実 質的な資
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金援助 を受けることができた。

図III-2-1 K氏 ・T氏事 例 の経 営継 承 の枠 組 み

(聞 き取 りによる)

T氏 が就農 してか ら最初 の2年 間は,農 地は形式的には県農業公社か らA法 人に貸 し付

け られていたが,1997年4月 を持 って県農業公社か ら正式にT氏 に売却 され た。売却価格

は約1,500万 円であった。売却価格についてはK氏 との間で就農 当時既に決定 されていた

が,そ の際 に両者は農地(3.8ha)だ けでなく機械や施設 も含めての価格であるとのことで

合意 していた。 しか し,農 地 ・機械 ・施設それぞれ の売却 となると手続 きが煩雑 になるた

め,形 式的には農地が1,500万 円で,そ の他は贈与とい う形 をとった。県の農業公社 を通

した売買に したのは,K氏 に税制上の優遇措置があるだけでなく,「 土地利用型大規模経営

育成事業」 に乗せ ることで取得 した土地についてT氏 が補助金 を受け られ るためであった。

農 地購入の資金調達は農地等取得資金を利用4し た(償 還期間25年)。 なお ,T氏 は経営開

始にあたって,1997年2月 に認定農業者 となっている。

2-3 経営継承 の内容

K氏 とT氏 は,1995年3月 か ら6月 までの4ヶ 月間,引 継ぎ研修 を行 うことで,無 形資

産継承 を試みている。特に最初の1ヵ 月間はK氏 宅(1995年4月 以降はT氏 宅 となった)

に2人 で同居 しなが ら,引 継 ぎ研修 を行った。K氏 は現在建設会社 に勤務 しているが,1995

年3月 か ら6月 までは研修指導に専念 し,そ の後勤務を開始 した。集中的な研修期間を6

月まで としたのは,「 稲の育成 にとって重要なのは田植 えまでの時期 であ り,田 植 えまでで

きれば後はなん とかなる」 とい うK氏 の考 えからである。

2-3-1 技術分野の継承

T氏 が非農家出身であ り,耕 作の経験が乏 しかったことなどか ら,K氏 はT氏 に対 して

技術分野の指導 を重点的に行 った。ただ しT氏 は大学での研 究上 ,植 物生理には詳 しかっ

たので,K氏 はあとは実地で指導すれ ばよいと判断 した。 この点についてT氏 は,「 大体の

流れはわかっていたので,そ の 「や り方」を学びたい と思っていた。植物生理 に詳 しいの

は自分 の持 ち味で,他 の新規参入者 と違 う点だと思 う」 と述べている。

作業体系 ・作業手順 については,K氏 が行 うパ ター ンをT氏 が逐一記録 し,翌 年以降の

作業体系の確 立に役 立てている。K氏 は 「苗作 りの重要性」 と 「田植 えの重要性」 をポイ

ン トとして指導 した とい う。苗作 りはT氏 も重視 してお り,「(苗 作 りは)半 日・1日 の違い
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が大きな差 となって表れ るので, 苗作 り初期 の扱 いが非常に気 になった」 と述 べ て い る。

ま た,T氏 は, 「最初の1年 間は 『K氏 が行 っていることを理解 できるようにす る』 ことが

目標 で, K氏 のや っていることをただ見ているだけでは全然 わ か らない の で,ノ ー トを取

った」 と述 べ て い る。 T氏 は,翌 年か らは自分だけでや らなければな らないため,作 業適

期 の判断か ら器材の置き場所 ・しまい方 ・使 い方 に至 るまで
,詳 細 に記 録 を とっ た。

図III-2-2は, T氏 の記録 ノー トの 一例 で あ るが, 作業の詳細なポイ ン トまで記 され

てい る こ とが わ か る。 この点 につ い て, K氏 は 「最初 の1ヶ 月 間 で, T氏 か ら作業計画の

立て方 についてたくさん聞かれた」 と述 べ て い る。 また, T氏 は,作 付計画 と作業計画を

K氏 に相談 しなが ら策定 したが, 作業計画は,「 つめす ぎて もダメ, 収穫まで無理せず健康

に大 きな病気 ・怪我 を しない」 ことに重点 を置いた とい う。

また,K氏 は,圃 場 ご との 「クセ」について も圃場を実際 に回 りながら重点的に指導し
た。具体的には 「風通 し」 「日当た り」 「倒 伏 」 「病 気」 「水漏 れ」 「土壌」などをポイ ン トと

した とい う。 既 述 の よ うに, 当該集落は基盤整備事業か ら日が浅 く, 同一圃場 内で も土壌

の性質が異 な り, したがって水はけも異なるなど, 基盤整備前の地形 ・土壌 を把握 してい

ない と栽培や作業が難 しいもの となっていた。 土壌の状態や水はけの問題について具体的

に は 図III-2-3, 図III-2-4の よ うな指 導 を行 っ た とい う。 図II-2-3は,一 枚 ご

とに水漏れ の程度が異 なること, また圃場 によっては畦畔が崩れ る可能性があ り注意が必

要なことを示 している。 ま た 図III-2-4は, 基盤整備前の地形を表 したものであるが,

同一圃場内に盛 り土部分 と切 り土部分があ り, 土壌の性質 も異なることを示 している。

水管理 については,K氏 は 「はや くためて温める」ことを基本 として指導 した。圃場ご

とに水漏れな どの性質 が異なるため,水 量 をみなが ら圃場ごとに配分を考える方法を指導

した とい う。 また, 用水は 自分が使わない時は止めること, 水利組合で事前に話 し合いを

行 うことな どを伝 えた。 また,水 もちの よ しあ しによ り代かきな どの対応 も変わって くる

こ と も指 導 した。 用水の状況については, 図III-2-5に 示 し た 。

また,T氏 は機械操作 に不慣れ であったため, 基本操作を指導 したとい う。

K氏 の 得意 分 野 につ い て は表III-2-3に 示 した。 技術分野 は,当 然ながらK氏 は得意

で あ る と してい るが, T氏 は 「経験がないので最初は難 しかった」 と回答 してお り,こ の

分野の指導がK氏 の強みを継承す ると同時にT氏 の経験不足を補強するものであったこと

が わ か る。

なお,引 継 ぎ研修 自体 は1995年6月 に終 了 したが , 以後 もK氏 はT氏 の手伝いを行 うと

ともに,必 要に応 じてT氏 のア ドバイザー としての役割を果た している。

1995年 か ら1999年 までの5年 間にK氏 がT氏 を訪れた 日数 は,表III-2-4の 通 りで

あ る。 最初 の年(1995年)は200日 と多 か った が, これは 「1年 目のT氏 は本 当に大変そ う

だ った。6月 以降 は行 く回数は減ったが, 収穫時期にはまた手伝いを した」ためである。

2年 目(1996年)以 降は必要最小限に抑 え, 6年 目(2000年)か らは ほ とん ど行 ってい ない

とい う。 また,K氏 の妻 は毎年2 日間ほど夏季の草刈作業の手伝いに行 って いた が,6年

目か らは行 って い ない。K氏 の妻 は, T氏 の草刈作業は,就 農 当時は 「なっ て なか った 」

ので手伝いに行っていたが,T氏 もだんだんコツを覚えてきて, 6年 目(2000年)に は手

伝 う必要がなくなった とい う。K氏 の妻 は 「(6年 目の)今 年は稗 も生えていない し,仕 事
が で きて き た」 と話 してい る。
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表III-2-3 K氏 の 得 意 分 野

(聞き取 りによる)

表III-2-4 K氏 がT氏 を訪れ指導 ・手伝 いをした日数

(聞き取りによる)
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この 間のT氏 の営農 上 の 自己評価 につ いて,T氏 自身 は次 の よ うに回答 して い る。

1年 目(1995年)は,「 ガ ム シャ ラにや った だ けだ った」。

2年 目(1996年)は,「1年 目の疲れ と安 心感 か ら,少 し手 を抜 いた 」が,「 結 果 は まあ ま

あだ った 」。

3年 目(1997年)は,形 式的な経営開始 にあたるが,「 可もな く不可 もなく」であった。

4年 目(1998年)は,「 妻が妊娠 したため1人 だけの作業 とな り大変だった。 この年は梅雨

が明けず,秋 には台風の襲来 を受 け,厳 しい結果 になった。3年 間やって 『こんな感 じか

な』 と思 っていた ところに この結果だったので大きなシ ョックだった」。それまでT氏 は自

身 のス トロングポイ ン トを 「販売分野」 と考 えてきたが 「売るだけでな くきちん と生産で

きなければダメ」であること,ま た 「10aあ た りの収量が1俵 違 うことの持つ意味を思い知

った」 とい う。

5年 目(1999年)は,「4年 目の反動で頑張った」。妻 も手伝いができるよ うにな り,こ

の年か ら新たな取 り組み と して一部の圃場で無農薬栽培を始めている。

以上の よ うに,T氏 はK氏 か ら,(1)作 業体系 ・作業手順,お よびこれを立てるのに不可

欠 な情報 と しての(2)圃場 ごとのクセ,(3)水 管理の方法,(4)機 械作業,な どについて熟練の

継承 を受 けていることが分か る。

2-3-2 その他の分野の継承

K氏 はT氏 を 「農地の売却相手」ではなく,「 後継者」 として扱 った。 したがって,集 落

の常会な どで もT氏 を 「後継者」 として紹介 した。 また,引 継 ぎ期間中はT氏 に対 して集

落内での付 き合い方についても具体的にア ドバイスを送ったとい う。

研修の最初の1ヶ 月間に,T氏 は 「あいさつ回 り,機 械操作の練習,上 越市への買い物,

役場 との調整,営 農計画の策定,そ れにK氏 がど うい う暮 らし方を しているかを学んだ」

とい う。特 に 「K氏 の暮 らしぶ りが見 られたのはよかった」 と述べてお り,営 農だけでな

く,生 活面で も無形資産の継承 を受けていることがわかる。

また,K氏 はH集 落にある生産組合への加入についてもT氏 より相談 を受けた。K氏 は

生産組合 には加入 していなかったが,T氏 に生産組合 から誘いがあ り,K氏 はT氏 か ら相

談 を受けた。 その際は 「自分で立てた営農計画を守ること」 を勧 め,結 果 としてK氏 は生

産組合 に加入 しなかった。

K氏 は,機 械 の更新 についてもア ドバイ スを した とい う。移譲 当時は機械が比較的新 し

く,し ばらくは使 える状態であった。 その点K氏 か らT氏 に移譲できたのはよかったが,

次の機械更新が スムースにできるかをK氏 は心配 し,T氏 には 「1年 で も長 く使 えるよ う

に大事に使いな さい」 とア ドバイス した とい う。

税務 申告は,K氏 は標準申告であ り,T氏 も就農3年 目まで標 準申告 であったが,4年

目か ら青色 申告 に切 り替えている。

2-4 継承 当事 者の関係性

本事例 では,有 形資産 に取 り扱いについては,県 農業公社が間に入 り客観的な評価額に

よる売買を行った。また,無 形資産についても,引 継 ぎ期 間が4ヶ 月 と短期であるが,そ

の間に集中的 に技術分野を中心 とした指導が行われた。

研修期間の うち,特 に最初の1ヶ 月 を共に暮 らしたことで,T氏 はお互いの 「教 え方」「聞
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き方」が分かったとい う。T氏 は 「K氏 の指導の仕方は細かす ぎず,(自 分に)と ても合っ

ていた」 と述べてい る。

K氏 の指導方針についてT氏 は,K氏 の指導が 「自分のや り方を見守って くれた(我 慢

して くれた)」 ので,自 分 自身で考 えることができてとてもよかった とい う。T氏 は,仮 に

K氏 が頭 ごな しの指導を した ら,最 初の年 は失敗 しなかっただろ うが,翌 年以降何 もでき

なかったのではないか,と 述べている。

また,K氏 とT氏 は親 子ではないがゆえに,K氏 はT氏 を一人前 として扱って くれ たと

T氏 は考えてい る。T氏 は,親 子間だ と意見が違 う部分をお互いに認めにくいが,K氏 は

T氏 と意見のぶつかる部分 も認 めて くれた とい う。 さらに,親 子間だ と,集 落 の人 に小 さ

い頃か ら見 られ ているのでいつまで も子 ども扱 い され て しま うことがあるが,就 農 当時か

らK氏 を含 め集落全体が 自分を大人 として扱 って くれ たのが よかったと述べている。

1995年4月 に,K氏 は町内他集落へ と転居 したが,車 で30分 ほどの近 さのため,研 修終

了後 もその年度はK氏 の妻 は夏季 の草刈 り作業の手伝い,K氏 自身 も収穫期には農作業の

手伝い を行 った。K氏 は,研 修終 了後はT氏 が経営者 であ り,自 分 は求められればア ドバ

イ スをす るが,基 本的には 「手伝い」 に過ぎない とい うスタンスを取った。 この点につい

てT氏 は 「継続的 に話を聞 ける距離(「 近すぎず遠す ぎず」)だ ったのがよかった。特に最

初の2,3年 はとても助かった」 と述べている。

K氏 によれ ば,本 格的に指導 したのは最初の2年 間だけであ り,3年 目以降はほとん ど

ア ドバイスを していない とい う。 もちろん求められればア ドバイスす る用意はあるが,3

年 目以降はT氏 が名実 ともに経営 を開始 し,本 格的 に自立 してお り,自 分がア ドバイ スを

す る必要 も特にないと考え,K氏 およびK氏 の妻 は時々 「お手伝 いにい く」程度に してい

る。

継承 当事者 の人 としての個性の関係性 については,FFS分 析 を行 った。結果 は表III-

2-5に 示 した。K氏 お よびK氏 の妻は,拡 散性に比べ保全性得点が高 く,ま た凝縮性 に

比べ受容性得点が高い。 これ は,K氏 夫妻が総 じて協調性が高 く,ま た養育的な因子を持

ってい ることを示す。一方 のT氏 夫妻 は,共 通 して弁別性得点が高い とともに,T氏 は凝

縮性得点が高 く,T氏 の妻は受容性得点が高い。 これ は,T氏 夫妻が共通 して論理的判断

力が高い と同時に,T氏 は指導力が高 く,T氏 の妻は養育的な因子 を持 ってい ることを示

す。

このよ うな両者の関係性 は,頭 ごな しの指導 を しなかったK氏 の行動や ,K氏 の指導 を

論理的 に捉 え記録 をっ けた り,K氏 か ら経営基盤 を継承 しつっも自立的に指導力 を発揮 し

よ うとす るT氏 の行動 に現れているといえる。

表III-2-5 K氏 夫 妻 とT氏 夫妻 のFFS得 点

(2000年8月 実 施)
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2-5 第三者 継承への意識 と継承効果

既述のよ うに,K氏 は地域に対する責任感か ら,T氏 を後継者 として位置付 け,引 継 ぎ

研修 を行 い,T氏 の経営立ち上げを支援 した。 これについて,K氏 は集落の人か ら 「Kさ

んが出て行って しまったけ ど,若 い人(T氏)が 来てくれてよかった」といわれ たとい う。

「後継者」 としてのT氏 の資質 もK氏 は評価 している。T氏 の後に町内他地域 に新規参

入 した ものの営農 を断念 した者がいるが,そ れ と比べてT氏 は 「田に入 る気力が違 う」 と

い う。 また,T氏 はいろいろなことに研究熱心であ り,失 敗にもめげず成功 をめざす姿勢

がある。K氏 はT氏 のこのよ うな資質がなけれ ば,T氏 への継承は成功 しなかったのでは

ないか と考 えている。

継承効果についてK氏 は,ま とまった経営基盤を引き継 ぐメ リッ トを,「T氏 はまとまっ

た面積 を継承 したので,10～20aく らいを 『実験圃場』 として利用す ることもできる」 と

述べている。

T氏 は,就 農 か らしば らくの問は,K氏 の体系を踏襲 していた。T氏 は 「苗作 りも水管

理 も最初の2年 時はマネだけで費や した」「水管理の方法は,集 落単位 で考えなければいけ

ない部分があるな ど,K氏 に聞かなけれ ば何も分か らなかった」 「最近よ うや く自分流 にア

レンジできるよ うになった」 と述べている。

また,T氏 は,作 業体系の確立について も,K氏 か ら作業体系を継承 したことによ り,「既

に組んであった ものをア レンジすれ ばよかったので楽だった」 と述べてい る。稲作 の作業

体系は 「変わらない部分が多い」(T氏)の で,K氏 の経営基盤 をそのまま引き継げた効果

は大きい といえる。

T氏 のい う 「ア レンジ」の具体的内容 であるが,T氏 はK氏 から引き継 いだ作業体系の

変更を行 っている。K氏 が妻 と2人 分の労働力 を前提 に耕作 していたのに対 し,T氏 には

妻がいるものの,出 産 ・育児などで実質的に労働力が1人 の時期があった。そのため,「 収

量を上 げること」 よりも 「安定 した収量を得ること」 を優先 した栽培方法に切 り替 えてい

る。具体的には 「収穫時に倒伏 しない株数」に減 らした とい う5。 また,春 の作業体系につ

いては,K氏 の組んでいた体系を元 に2年 目か ら試行錯誤 してきたが,基 本的にはK氏 の

や り方 を踏襲 していた。 しか し,K氏 の作業体系は機械操作が優れていることを前提 とし

ているため,T氏 は5年 目か ら作業体系 を変更 し,機 械操作に無理がかか らない体系 とし

た。具体的には,そ れ まで全圃場 を耕 うん→代掻き→ 田植 えと行っていたものを,圃 場 を

3分 割 し,そ れ ぞれに耕 うん→代掻き→ 田植えを行 う方式に改めた。

ただ し,こ れ らのア レンジも,K氏 の組んでいた作業体系がべースとなっていたか らこ

そ可能であ り,作 業体系を継承できた効果は大 きい といえる。図III-2-6は,T氏 の1

年 目(1995年)お よび5年 目(1999年)の 単収 を見た ものである。単収は技術 のみならず,

当該年度 の気候な どの影響 を強 く受けるため単純には比較できないが,順 調 に推移 してお

り,継 承効果が現れ てい るといえよ う。

2-6 T氏 の主体性

T氏 の得意分野 として挙げられ るのは,販 売分野である。K氏 が販売を全量JA出 荷 と

していたのに対 し,就 農 当時のT氏 は販売ルー トとして当初JA,A法 人,直 接販売の3

つを設定 した。研修 中のT氏 はあ くまで研修生の身分であるため,収 穫物は本来A法 人の
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ものであったが,A法 人経営者 の了解 を得 てT氏 が独 自に販売 した。 そ して売れ残 った分

をA法 人に 「販売」す るとい う形を とった。なお,直 接販売 に関 しては,A法 人経営者 が

直接販売の生産者 グループに属 していた こともあ り,T氏 は直接販売のノウハ ウをA法 人

か ら学ぶこ とができた。 したがって,販 売に関す る熟練はK氏 ではな くA法 人か ら学んだ

といえる。そ して,経 営開始後の97年 における販売実績は,JAが3分 の1,直 接販売が

3分 の1,A法 人への販売が3分 の1で ある。A法 人への出荷は,最 も収益が上がる直接

販売 と仮渡金が入 るJAの 間で調整機能 を果た していた。単価は直接販売は10キ ロあた り

6,500円,A法 人が60キ ロあた り25,000円,JAは60キ ロあた り20,000円 であった。ま

た,こ れ とは別に酒米の契約栽培 も行った。直接販売の顧客は95年 の就農 当時は50名 程

度であったが,97年 には90人 を超えた。2000年 現在,T氏 の販売先は,直 接販売の顧客

数は140～150名,JA出 荷は酒米のみ となっている。直接販 売の単価 は6,500円/10キ ロ

で変わ っていない。払い忘れ ・請求モ レは時 々生 じるものの,代 金回収はほぼ100%だ とい

う。

T氏 の今後10年 間の最大のテーマは後継者 の育成である。子供(女 児)が 後継者 となる

可能性 は低 いだろ うし,第 三者を経営に迎 え入れ ることも考慮 しなければならないとT氏

は考えてい る。 まず は 「人を入れ られ るよ うな経営」を作 ることが 目標 であ り,そ のため

に も法人化が有効だ し必要になる と考えている。 また,販 売に関 して も今 までは地元に遠

慮 して,主 に東京圏 の顧 客を対象 に していたが,T氏 は米をべース としつつ も米だけでな

く多様な ものを生産 ・直接販売 したい と考 えてお り,そ のためにも配達が出来る地元の顧

客 の獲得 に取 り組みたい とい う。2000年 か ら合鴨農法(無 農薬栽培)に 取 り組み,ブ ルー

ベ リー部門は2001年 度か ら収穫開始 されている。これ らの ものを,直 接配達ができる地元

の顧客の開拓 を開拓 して販売 していきたいとい う。

以上のよ うに,T氏 は販売分野 をより一層重視す る態勢を整えている。T氏 が このよ う

図III-2-6 K氏 の単収の推 移(95年 と99年)

―86―



な主体性 を発揮す るためには,T氏 自身が4年 目の経験か ら学んだ ように生産面の安定が

不可欠であ り,K氏 か ら経営基盤 を引き継 ぎ,技 術面を中心 とした熟練の継承 を受 けたこ

とが大きい といえる。

2-7 ま とめ

以上の よ うに,本 事例においては,新 規参入者 に対す る支援制度 を有効活用 しつつ,技

術分野 を中心 とした無形資産継承を行っている。

(1) 技術分野における無形資産の具体的内容 は,作 業体系 ・作業手順 ・土壌 の性質な どの圃

場毎の 「クセ」,水 管理などであ り,さ らに 「暮 らし方」や 「集落 とのつきあい」など,

生活面における無形資産継承 も行われてい る。

(2) 継承 当事者間の関係性 については,引 継 ぎ研修中1ヶ 月間は同居 しお互いを知 る機会が

あったのに加 え,4ヶ 月間の研修終了後 も作業の手伝いを した り,必 要に応 じてア ドバ

イスを行 うな ど,「 適度 な距離」を保っている。指導方法 も,K氏 の指導方針 はT氏 の

望む形 であった。

(3) 本事例の成功 に見 られ るように,第 三者継承のフィージビリティは決 して低 いものでは

ない。ただ し,本 事例の成功には以下の条件が あった ことに留意 しなければな らない。

〓 基盤整備事業の終了か らまもな く,K氏 の経営耕地が団地化 されてお り,水 路な ど

も整備 され,通 常よ り個別完結度が高いこと。本事例で も,T氏 は集落の重要性 を

認識 しているが,通 常は圃場分散や水利のために集落 との関係 をより重視 しなけれ

ばな らない と考 えられる。

〓 前経営者 との 「距離」。前経営者 は離農後に町内他集落に転居 したが,車 で30分

ほ どの距離のため,T氏 は必要に応 じてア ドバイスを求めることができた。これは,

短期での無形資産継承は困難 であることを示す とともに,引 継 ぎ期間が長期 に及ぶ

場合は,継 承当事者の 「距離」は当然近い もの とな り,し たがって両者の関係性が

重要にな ることも意味 している。本事例では,K氏 ・T氏 双方の引継 ぎに対する考

え方が一致 したが,継 承当事者間の 「距離」によっては,指 導方針 をめぐる対立が

起きることも容易 に想像できる。

以上の結果 は,無 形資産継承 とともに継承 当事者の関係が重要であることを改めて示 し

ているといえよう。

3 草地型酪農における継承事例分析(北 海道別海町)

3-1 地 域 概 況 お よび 継 承 事 例 の 概 況

別海 町 は北海 道道 東 の根室 地 区 にあ り、総 面積 は13万2,000haで 市 町村 面積 と して は全

国第2位 、耕 地面積 は6万3,000haで 全 国第1位 で あ る。 冷 涼 な気 候 で はあ るが、 広大 な

土地 資源 に恵 まれ て い る こ とが特徴 であ る。

別 海町 の人 口は 、1998年 現在 で17,483人(1995年17,549人)で あ り、1960年 の21,878

人 を ピー ク に緩 や か に減少 してい る。 産 業構成 は金 額ベ ー スで 第1次 産業35%、 第2次 産

業46%、 第3次 産 業19%、 ま た就 業 人 口比率 では 、第1次 産 業46%、 第2次 産 業14%、

第3次 産 業40%と 、第1次 産業 の比 率 が高 いの が特徴 で ある。 また 、第2次 産 業 、第3次
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産業において も大手乳業の工場が立地す るな ど農業関連産業が多 く、草地型畜産地域 とし

て、酪農 を中心 とした農業が町の基幹産業 となっている。

別海町の農業構造 は、酪農が大半を占め、農家戸数の減少 と1戸 あた り平均飼養頭数の

上昇がその特徴 となっている(表III-3-1)。 作 目別にみ ると、販売農家1,127戸 の うち

1,068戸(94.7%)を 酪農が 占めている。総農家数は1970年 の1,831戸 か ら1995年 の1,129

戸へ と38.3%減 少 しているが、経営耕地面積は1970年 の35,236haか ら1995年 の61,850ha

へ と75 .5%増 加 してお り、結果 として1戸 あた り平均経営耕地面積は1970年 の約19haか

ら1995年 の約55haへ と約180%増 加 している。また、1戸 あた り平均飼養頭数は105頭

(1998年)で あ り、全道平均(81頭)を 大きく上回ってい る。経営規模別階層 を見て も、

1995年 で経営耕地面積50ha以 上が59.5%、 飼養頭数50頭 以上が75.5%を 占めている。別

海町の農業粗生産額 は1996年 に約388億 円を記録 し、市町村別の粗生産額 としては全国1

位 であ り、また1戸 あた りの生産農業所得 は約863万 円 となっている。

本事例で取 り上げるのは,酪 農経営者1氏(95年 当時60歳)と,千 葉県出身で東京 の大

学(農 学部)を 卒業後,酪 農実習生 として北海道の道東地区に移住,酪 農ヘルパーな どを

経 て1995年 に1氏 から酪農経営を継承 したS氏(95年 当時29歳)の 事例である。

S氏 は1966年 生まれ,千 葉 県の非農家出身である。S氏 は高校時代か ら農村部に出かけ

ることが多 く,そ こで乳用牛を見る機会 もあった。 この頃か ら酪農 に対す る一種のあこが

表III-3-1 北海道別海 町の農 業概 要

出所:「農業センサス」各年度版、「国勢調査報告」各年度版、「生産農業所得統計」各年度版

注)1990年 以降は、総農家数を基準にして数値を算出している。ただし、経営耕地規模別農家割合
は販売農家数を元に算出した。
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れ があった とい う。S氏 は大学時代に 「酪農研 究」サー クル に所属するなど酪農に対す る

思い入れ を強 くしていった。そ して,卒 業後の進路 も酪農 に関係 した職種を希望,都 内の

酪農ヘルパー協会な どで情報収集 を行 ったが,サ ー クルで実習に行 った根室地区が安心だ

と判断 し,サ ー クル時代 に実習に行った酪農経営者に紹介 され,1990年 に羅 臼町の酪農経

営 の実習生 となった。S氏 は ここで約1年3ヶ 月の実習を行い,乳 製品の加 工製造会社勤

務 を経 て,1993年 に組合員の紹介でJA中 春別の酪農ヘルパー組合の職員 となった。そ し

て酪農ヘルパー として別海町中春別地 区の酪農経営を巡回す る中で,現 在の農場の前経営

者I氏 か ら経営移譲の話があ り(I氏 の ところにもヘルパー として訪れていた),そ れに応

じる形 で就農 したものであ る。S氏 は将来的には酪農経営を行いたい とい う希望をもって

いたが,実 際にI氏 か ら移譲 の話があった ときは即断できず迷った とい う。 しか し,次 の

就農 のチ ャンスがいつになるか分か らないこと,I氏 が離農後のサポー トを約 束 して くれ

た こと,農 場 の規模 な どが 自分の理想に近い ことな どを考慮 して就農 を決断 した。就農時

の家族構成は,S氏(当 時29歳)の ほかに,S氏 の妻(26歳),子(2歳)で あ り,1992

年に結婚 している。妻 は就農 に全面的に賛成 だったわけではないが,基 本的には乗 り気だ

ったとい う(S氏 の略歴 と経営概況は表III-3-2に 示 した)。

一方のI氏 は
,地 域で も有数の優良経営であったが,2人 の子供が就農の意思 を示 さな

かったこ と,ま た以前か ら60歳(1995年)で 引退 したい と考えていたこともあ り,離 農を

決断 した。 しか しなが ら,自 分が運営 していた農場か ら牛がいな くな り,草 地が荒れてい

くのは寂 しい との思い もあった。 その ときにヘルパー として時折来場 し,I氏 とも顔 を合

わせ ていたS氏 の農業に対する姿勢 と人柄を好感 し,経 営移譲 を打診 したものである。

表III-3-2 S氏 の 略 歴 と経 営概 況

(聞き取 りによる)

3-2 経 営継承の枠組み

本事例では,道 農業開発公社による リース農場制度 を利用 した有形資産の継承が行われ

た。 リース農場制度 とは,道 農業開発公社が離農者 から農場を買い上げ,必 要な補修整備

を行 った後,当 該農場への就農者 に対 して5年 間の貸 し付 け(リ ース)を 行い,そ の後 に

就農者 に売却す るものである。その際に施設等は5年 間で償却す るが,農 地は5年 間貸付

を行い,5年 後に改めて売却する。
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S氏 が移譲 を受 けた農場の評価額は約5800万 円であり,こ の うち農場施設整備な どに補

助金 が交付 されたため,取 得価額は約4400万 円であった。 リース農場制度を利用 し,そ の

貸付料は,1年 目は12月 に経営開始 したことか ら約176万 円であったが,2年 目か ら4年

目の貸付 料 は約415万 円,5年 目は427万 円であ った。5年 間 の貸付 料 の支払 い総 額 は1850

万 円で あ り,買 取価 格 は約3180万 円で あ った。 買い入れ に必 要 な資金 は スーパ ーL資 金 を

利 用 した(表III-3-3)。

また,乳 牛50頭 の買入には農業改良資金1800万 円(経 営開始資金:無 利子 ・据置3年 ・

償還10年)を 利用 した6。 償還 は1999年 より始ま り,年 間約257万 円を7年 間で返済す

る予定である。そ して,経 営開始に当たっては、運転資金 として町単独の 「経営資金」200

万円(無 利子 ・5年 後償還)を 借 り入れ,2年 目には町単の 「経営資金助成金」300万 円を

受給 している。

表III-3-3 I氏 ・K氏事 例 にお けるリー ス計 画

(出所:S氏 のリース事業実施計画)

3-3 経営継承の 内容

I氏 とS氏 は,1995年4月 から12月 までの8ヶ 月間引継 ぎ研修を行い,I氏 は95年

11月 末で離農,同12月 か らS氏 が経営を開始 した。これは,リ ース農場制度の申請か ら認

可までの タイムラグを利用 した ものであるが,同 時に 「S氏 はヘルパーな どの経験か ら飼

養管理には問題がないので,夏 季の草地作業をいっ しょにや るのがいい し,12月 から4月

は牛の管理のみなので,4月 ～12月 の8ヶ 月でも実質的に1年 分の効果 がある」 とI氏 が

判断 したことにもよる。

第I章 でみた よ うに,熟 練の特性 として,(1)農 場毎の特殊性が大 きい熟練(特 殊熟練)

と比較的小 さい熟練(一 般熟練)が あること,(2)先 代からの継承が容易な熟練 と困難な熟

練(専 ら自助努力で修得可能)が あることか ら,熟 練 の特性 を4つ に分類 した(表III-3

-4) 。

表III-3-4 熟 練 の 分 類

注:著 者作成
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継承過程においては,継 承容易かつ農場毎の特殊性が大きい熟練(D)の 継承が重要だ と

考えられ るが、この点の検証 も含め,前 経営者I氏 および継承者S氏 へ聞き取 りを行 った(表

III-3-5)。S氏 が 「教えて もらった」 としている経営機能は,技 術分野に集 中 している

が,こ れはI氏 が継承容易 と判断 している熟練(C・D)が ほとん どである。 また,飼 料作

部 門をI氏 がCと しているのに対 し,S氏 はDと 評価 しているな ど,S氏 か らすれば,I氏

の指導は専 らD(特 殊かつ継承容易)の 継承だった といえる。

表III-3-5 I氏 ・S氏 事例 にお いて継 承 された熟練 の特性

(聞 きと りによる)

以上 をま とめると,本 事例 においては,(1)継 承容易な熟練に限 りがある中,(2)継 承容易

かつ特殊度の高い熟練 を中心 に継承 を行 ってお り,(3)そ れは技術的生産管理部門に集 中 し

ているといえる。

3-3-1 技術分野の無形資産継承

引継 ぎは,技 術分野 を中心 に行 われたが,そ の具体的内容は,(1)飼 料作部門,(2)乳 牛育

成部門,(3)牛 乳生産部 門,(4)有 機質肥料製造部門,に 分け られ る7。

飼料作部門については,I氏 は 「S氏 はこの部門の経験がなかったので重点的にやった」

とい う。 この点 についてS氏 は 「(収穫作業をする)夏 の間一緒にできたのはよかった」 と

コメン トしている。S氏 によれば,草 地の収穫作業 は 「隣 り合 う農場で も作業が2週 間違

うな ど適期判断が難 しい」 とい う。I氏 は表III-3-6の よ うな年間の作業の流れを示 し

ているが,特 に6月 末か ら7月 にかけての収穫作業は 「エサの質 ・量の70%を 決 める作業」

(I氏)で あるためその判断が重要であるとしている。

乳牛育成部 門については,I氏 は分娩の際の具体的な手順や育成牛の病気な どに対す る

予防管理について指導 した とい う。I氏 は酪農経営の中で最 も重要なのは育成部門だ と考

えてお り,「育成牛が病気になってか らでは遅い。少 しでもおか しい様子をみせた らす ぐに

―91―



対応できるよ うに子牛 を注意深 く見ること」を重点的に指導 した とい う。

牛乳生産部門については,I氏 は 「S氏 は実習やヘルパー経験が豊富で特 に問題はなか

った」としてい る。S氏 も 「実習やヘルパーの経験の中で何度か トラブル も体験 したので,

同 じ トラブルには冷静に対処できた」 と話 してい る。 しか しながら,搾 乳や給餌 の具体的

な作業手順や牛それぞれの特徴について,S氏 は 「牛舎のクセ」,「牛の クセ」 とい う表現

を用いて,こ れ を学べたのは有益であった と述べている。

有機質肥料生産部門については,I氏 は 「草地への堆肥の完全還元」を指導 した とい う。

S氏 が就農 を決断 した理 由の一つに,I氏 の経営スタイルがS氏 の理想に近かったことが

あることもあ り,S氏 は作業手順 から作業管理 の領域に至るまで学ぶ ことができたとい う。

表III-3-6 I氏による年 間作 業計 画

(聞き取 りによる)

3-3-2 その他の分野の無形資産継承

I氏 は,技 術分野の指導以外 に,酪 農経営 に対す るビジョンや 自らの経験談な どもS氏

に伝えた。

第一に,営 農 面 と生活面のバ ランスについてア ドバイス した とい う。I氏 は 「い くら営

農面で成功 しても,そ れが家族の犠牲の上に成 り立 っているのでは意味がない」 とい う。

第二に,家 族 との コミュニケーシ ョンについてア ドバイス した とい う。I氏 は作業計画

を常に妻 と話 し合 って決 めていた といい,S氏 にも家族 との コミュニケーシ ョンを常に取

りなが ら営農するよ うに勧めた。

第三に,酪 農経営者 としての 「プライ ド」についてア ドバイス したとい う。I氏 は 「自

分で飲 めないよ うな牛乳は作 ってはいけない」,「酪農 とは土 ・草 ・牛 と人間の長期的な共

存関係の上に成 り立っている」 との信念 を持ってお り,こ の ような酪農経営者 としてのプ

ライ ドや ビジ ョンをS氏 に もぜひ継承 してもらいたかった とい う。

以上の よ うに,I氏 はS氏 に対 して,技 術分野に関する熟練 を実地的に指導 しただけで

な く,酪 農経営者 としての理念な どについて も自らの考えを伝 えてお り,そ の熟練の特性

は,農 場特殊度 の高いものであった とまとめることができる。

なお,引 継 ぎ研修 自体は8ヶ 月で終了 したが,I氏 の転居先がS氏 の農場か ら車で5分

ほ どの近距離 であったため,そ の後 もS氏 は分娩や牛の事故,草 地への堆肥散布のタイ ミ

ングな どで何度 かI氏 に来てもらい,ア ドバイスを仰いでいる。
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3-4 継 承 当事者の個性 の関係性

本事例では,有 形資産の取 り扱いについては リース農場制度 に乗せ,無 形資産 について

は,8ヶ 月間の引継 ぎ研修を行 うとともに,研 修終了後 も必要に応 じてア ドバイスを行 う

ことで,そ の継承 を図っている。

I氏 とS氏 は主体的に継承 を取 り決め,そ の具体的な実施についてのみJA,道 農業開

発公社 などの第三者 を介 して調整 しているため,引 継ぎ研修を行 う意義をお互いに強 く認

識 している。

S氏 は経 営開始後 も,毎 年末にI氏 を訪れ,そ の年の経営成果を報告 しているとい う。

またI氏 も夏季の草地の機械作業の手伝いを している。S氏 の経営開始 当初は年間60時 間

ほ ど手伝 っていたが,2000年 には30時 間ほどの手伝いをしている。また,S氏 は経営開

始 直後は専 らI氏 にア ドバイスを求めていたが,最 近はI氏 のみな らず近隣の酪農経営者

や 関係機 関な どに相談する機会 も増えてお り,継 承 当事者 としての関係 を維持 しつつ も,

漸進的に無形資産継承 を完了させた といえよ う。

また,I氏 とS氏 の個性の関係性 については,表III-3-7に てFFS分 析 を行 った。

I氏 ・S氏 ともに(1)弁別性得点が最 も高い とともに,(2)凝縮性に比べ受容 性の得点が高く,

(3)拡散性 と保全性 はほぼ同 じ得点であるといえる。 これは,I氏 ・S氏 ともに論理的判断

力が高い と同時に養育的であ ることを示 してい る。以上か ら,(1)2人 の個性 の関係性が同

質的であった こと,(2)高 い論理的判断力に基づ く関係 の構築が可能であったこ と,と いっ

た特徴 を見出す ことが出来る。FFS理 論 においては,短 期の関係性 を構築す る場合 には同

質性 の高い者同士の方がコンフ リク トが起 こ りにくい とされてお り,結 果的に両者の個性

はコンフ リク トの起 きに くい同質的な関係性 であった と評価することができる。

表III-3-7 I氏 ・S氏 のFFS点 数 一 覧 表

(2000年8月 実 施)

3-5 第三者継承への意識 と継承効 果

既述の よ うに,I氏 は自らの農場か ら牛がいなくな り,草 地が荒れてい くのは寂 しい と

い う思いか ら,S氏 を 「後継者」 として見出 し,引 継 ぎ研修を行 うことで,自 らの酪農経

営の継続性 を確保す ることが出来た。

経営継承 の効果 については,以 下の点が挙げ られる。

第一に,「 日本型畜産経営継承 システム検討委員会報告」は,経 営継承ではない離農跡地

への就農 について,「離農跡地は畜舎や機械の損傷,草 地の荒廃 などの経済的 ロスが大 きい」

としてい る。特 に草地 の荒廃 については,I氏 も 「離農後の草地は痛みが激 しく,元 に戻

るのに10年 はかかる」,「荒れた草地か ら収穫 した飼料では牛の健康 にも悪影響がある」と

述べ てい るが,S氏 はこのよ うな ロスを回避す ることができた。また,乳 牛について も,

離農跡地への就農では,乳 牛 を新 たに導入 し,搾 乳可能 となるまで数 ヶ月間はアイ ドル期

間が生 まれ るとともに,自 家育成 ではな く市場か ら乳牛を大量に調達す ると,そ の中に確

実に 「不良品」が存在す ること(JA担 当者 によれ ば 「1割 」),導 入 された牛は牛同士も
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慣れていない し,牛 舎にも人間にも慣れていないことな どを原因 とす るロスが発生す るが,

S氏 は これ も回避す ることができた。 このよ うに,営 農 を断絶せずに継続す ることそれ 自

体 に継承効果がある。

第二に,S氏 は技術分野 を中心に無形資産の継承を受けている。

飼料作部門については,農 場特殊度の高い作業適期の判断な どの熟練を継承 した し, 育

成牛管理では,「 予防管理」や分娩 ・乳房炎な どのアクシデ ン ト対応について学んでい る。

牛乳生産管理 について も,「 牛のクセ」,「牛舎 のクセ」などを学ぶ ことができた。

このよ うな継承効果 は,経 営開始後のS氏 の経営成績 に表れている。表III-3 -8
は 、

I氏 か らS氏 に至 る経営成績 の推移 を示 した ものであるが,S氏 は リース料支払いのため

に所得率は下がっているものの,安 定 した所得 を達成 し,2000年4月 の農場買取 も円滑に

行われている。 また,こ れを裏付 ける技術指標 を見ると(図III-3-1),S氏 はI氏 に比

べ大幅な乳量の増加 を達成 してお り,こ れ らは管内JA組 合員の平均 (表III
-3 -9) を

上回る。 これ らの要因 としては,(1)世 代交替による生産力更新,(2)S氏 自身の経営能力,

(3)I氏 か らの無形資産継承の3つ が挙げられ よう。

この点について,S氏 は 「離農跡地への就農 に比べ, (引継 ぎ研修 を受けるや り方は) 確

実に一歩 リー ドできる」 と述べてお り,管 内JAの 担 当者 も 「I氏 は管内で も優秀な酪農

経営者であったが,S氏 はそれを うまく引き継 ぐことができた」 とコメン トしてい る。

3-6 S氏 の主体性

稲作事例のT氏 は,直 接販売や有機農法の導入な どの主体的な取 り組みを行っていたが,

酪農の場合は稲作 と同 じような主体性は発揮 しにくい。

本事例にお けるS氏 は,特 に牛乳生産部門に力を入れているとい う。S氏 は 「人の真似

だけで うまくいくわけではない」として,飼 養管理の方法 について試行錯誤を続 けてお り,

細かい変更を数多 く行ってい る。既述の よ うに,前 経営者I氏 は育成部 門を重視 していた

が、S氏 は牛乳生産部門を重視 してお り,こ の ような試行錯誤の結果,総 生産量および頭

あた り生産量 ともに大幅増 を達成 してい る。T氏 が実習やヘルパー を通 じて蓄積 した牛乳

生産に関す る強みを生かす ことができたの も,飼 料作管理部門に代表 され るS氏 の未経験

分野に関する無形資産を継承できたことが大きい といえる。

3-7 ま とめ

以上のよ うに,本 事例 において も稲作事例 と同様 に,新 規参入者に対する支援制度を有

効活用 しながら,ボ ランティアベースで技術分野 を中心 とした無形資産継承を行っている。

(1) 技術分野 にお ける無形資産継承の具体的内容は,飼 料作部門の適期判断 ・作業体系、育

成牛管理部門にお ける予防管理や分娩管理,そ れに事故などのアクシデン ト対応,牛 乳

生産部 門にお ける 「牛舎のクセ」「牛のクセ」,そ して有機質肥料製造部 門における完全

還元のノウハ ウにあった。

(2) 継承当事者の関係性 については,継 承への足がか りを当事者が主体的に形成 した上 に,

8ヶ 月間の引継 ぎ研修 を行い,終 了後 も必要に応 じて作業の手伝いやア ドバイスを行 う

な ど,良 好な関係 を保ちつつ,S氏 の主体性 も徐 々に発揮 されている。

(3) 本事例 の成功の要因 として,以 下の条件が挙げられ る。
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表III-3-8 対 象 事例 の 継承 過 程 にお ける経 営成 績 の 推移

出所:JA中 春別資料

図III-3-1  対象事例の継承過程における経産

牛あたり乳量の推移 (出所:JA中 春別 資料)

表III-3-9 経 営 ・技 術 指 標 の 組 合 員 平 均(41～50頭)

(JAベ つか い資料)
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〓 第一に,S氏 が実習生 ・ヘルパー として相応 の農業経験を積む と同時に,当 該地域

に一定期間居住 していたために 「暮 らし方」の面でもア ドバンテージがあった こと。

〓 第二に,I氏 とS氏 は経営者 とヘルパー として出会 う機会があ り,主 体的に経営継

承 を決 めたが,こ れは レアケースであること。通常,経 営者 と継承希望者が主体的

に継 承について交渉 を行 う 「場」は設定 されていない。

〓 第三に,前 経営者I氏 が離農後に近隣に居住す ることで,継 続的な関係を構築 し,

S氏 が適宜ア ドバイスを求めることができたこと。I氏 は高齢 を理 由に離農 したが,

草地型酪農展開地域では,経 営不振 ・負債整理を理由に離農する場合 も少な くない。

この場合,離 農後 に近隣に居住す ることは 「まずあ りえない」(I氏)た め,継 承

希望者(後 継者)と 本事例の ような関係 を構築することはまず不可能である8。 ま

た,優 良経営が高齢を理由に離農する場合において も,近 隣に居住す ることを望む

とは限 らない し,仮 に望んだ としても住居 を確保 できるとは限 らない9。

4 農 業経 営 継 承 シス テ ム の 課 題

我が国農業の経営継承問題 については,農 政改革大綱な どにおいて農業経営の 「継承 シ

ステム」構 築が1つ の課題 になってい る。 中でも酪農では 「新 たな酪農 ・乳業対策大綱」

において,「 日本型畜産経営継承 システム」構築が進め られ ている。

この 「継承 システム」のエ ッセンスは,親 子間に加 え第三者継承をも視野 に入れ,そ の

円滑化を図 るものである。そこで本節 では,「 継承 システム」構築の先進事例である北海道

別海町の事例 を分析 し,酪 農 に限 らない我が国の 「農業経営継承システム」の課題 につい

て考察す る。

4-1 継承 システム構築の経過 と仕組み

別海町農業は,一 部肉用牛経営 も存在するものの大部分が酪農経営である。別海町 にお

いて も農業従事者 の高齢化,後 継者不足,近 年の農業情勢の不透 明感 な どによ り農家戸数

の減少が続いてお り,こ の トレン ドは今後 も継続す るもの と予想 されてい る。 しか し,既

に各酪農経営の規模は一定の水準に達 してい るため,離 農が周辺農家の規模拡大に結びつ

き難 くなってきている。 したがって,こ れ以上の農家戸数の減少 は,「 町の活力や生産力 の

維持が困難になるばか りでな く,地 域社会の存続 も危惧 され,酪 農を基幹産業 とす る本町

にとって大きな問題」であると認識 されている。この認識 は各関係機関共通の ものであ り,

「町で酪農専業経営1 ,000戸 をなんとして も維持 したい」(JA担 当者)と い う危機感に結

びつ いている。今後 とも円滑な経営継承を進めて農場数 を維持するためには毎年30人 ほど

の新規就農者(農 家子弟含む)が 必要であるが,こ の供給源 として農外 か らの新規参入者

にかかる期待 は大き く,こ れ を積極的に受け入れ,育 成 ・支援 して既存 の優 良経営の経営

継承 を支援す るシステム作 りが進んでい る。

このよ うな継 承システムの中心的役割 を果たすのが 「研修牧場」である。別海町では,

農外か らの新規参入者の円滑な就農 を支援すべ く,就 農前に酪農 の知識 ・技術,経 営感覚

を習得す る場 として 「(有)別 海町酪農研修牧場」(以 下:研 修牧場)を 設置 し,1997年 よ

り事業を開始,新 規就農者 の育成 を図っている。
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就農希望者は研修牧場 に入所 し,飼 養管理技術や経営技術について学び,就 農準備 を行

う。研修牧場 は研修終了者に対 し取得可能な農場を紹介 し,就 農までのア ドバイスを行 う。

研修牧場 は,就 農希望者 にとれば就農に向けた受け入れ機関であ り,一 方 の受け入れ側か

らみれば,就 農希望者 の酪農経営者 としての能力を育成す る場 となっている。具体的 には,

一定の技術水準 を達成 しなければ酪農経営 を遂行できないとの判断から
,飼 養管理経験の

ない就農希望者 に研修 を課 し,研 修修 了後に農場を斡旋す る形 をとっている。他地域 での

研修経験があ り別海町での就農 を希望す る者は,事 例 ごとに担 当JAが 判断 している。

研修牧場は1997年 度 にスター トしたが,そ れ以前の就農希望者は町内の酪農経営の研修

生または実習生 とな り(場 合 によってはその後酪農ヘルパー とな り),取 得できる農場が出

て くるまで待機す るのが一般的であった。

4-2 (有)別 海 町酪農研修 牧場の概要

研修牧場は,町 お よび町内5JA(べ つかい ・中春別 ・西春別 ・上春別 ・計根別)の 出

資 により第3セ クター方式で設立 された研修牧場が町か らの委託 を受け管理運営を行って

いる。研修牧場は研修事業 を通 じ生乳生産 を行 うため,管 理運営費は生乳や個体の販売収

入で賄 うが,不 足額 は町 とJAが 負担す る。

また,研 修牧場における研修 を支援す る組織 として,「 酪農研修牧場支援協議会」 と 「酪

農研修生指導協議会」が設け られてい る。前者 は,道 立農業試験場,普 及セ ンター,家 畜

保健衛生所,農 業共済組合,町 内JA,町 など12の 関係団体により組織 されてお り,研 修

牧場で行 う研修 カ リキュラムへの助言や研修生への指導な どを行 ってい る。また,後 者 は

町内の リー ダー的酪農経営者有志15名 で組織 されてお り,研 修生の受け入れ,研 修事業に

対す る指導助言,さ らには研修牧場で受 け入れ られ なかった者の 「特別研修生」 としての

受け入れ な どを行 っている。 「特別研修生」の待遇は一般の研修生 と同様 である。

4-2-1 研修牧場の研修内容

研修牧場の研修内容の詳細は表III-4-1お よび表III-4-2に 示 した。

研修生の受 け入れ条件 は,研 修後に町内で就農 あるいは酪農関連業務 に従事す るこ とが

基本 となってい る。 この条件 を理解 し,か つ健康で意欲ある者であること,40歳 以下の妻

帯者 もしくは30歳 以下の独身者であることが,応 募資格 となっている。

研修生の待遇は,研 修牧場の臨時職員 として一人月13万 円(夫 婦の場合一組22万 円)

を支給,各 種社会保険加入,場 内にある研修生用住宅貸与(夫 婦の場合月額2,500円)な

どとなってい る。一 日の労働 時間は実働8時 間程度,休 日は4週4休 が原則で,季 節によ

り調整 を行 う(実 際には5:00～19:00の 範囲で女性7～8時 間,男 性8～9時 間 とい う)。

研修 は,研 修牧場にお ける実践研修 を中心 とし,こ れに講義,特 別研修,農 家研修,酪

農ヘルパー実習 を組み合わせ て行っている。研修期間は原則3年 であるが,研 修生の経験

や能力に応 じて短縮することもある。

研修過程で行 われ る農家研修は,「 指導協議会」の協力により行われているが,受 け入れ

に対す る謝礼 として,指 導謝金1万 円/月 ・農場,滞 在謝金5万 円/月 ・人,が 支払われ

る(道 の研修制度資金を活用)。 この研修 は,研 修生が酪農経営の現場 を見 る貴重な機会 と

なっている。研修牧場での研修修 了後に経営を開始 したある新規就農者 は,「 研修牧場で実

習をや っている ときは,酪 農 はルーチン ワークだ と思 っていたが,実 際に農家研修をや っ
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